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納税相談日程

期日 時間 対象地区など

２月

８日㊍   8:45 ～ 16:00 年金所得、給与所得のみの方

９日㊎   8:45 ～ 16:00 田子

13日㊋   8:45 ～ 16:00 浦子内

14日㊌   8:45 ～ 16:00 小田、江刈川

15日㊍   8:45 ～ 18:00 全地区　※時間延長日

16日㊎   8:45 ～ 16:00 四日市

18日日   9:00 ～ 16:00 全地区　※休日相談日

19日㊊   8:45 ～ 16:00 大沢、橋場、野中

20日㊋   8:45 ～ 16:00 平船、星野、馬場

21日㊌   8:45 ～ 16:00 小屋瀬、上外川

22日㊍   8:45 ～ 16:00 田野

23日㊎   8:45 ～ 16:00 中村、寺田

25日日   9:00 ～ 16:00 全地区　※休日相談日

26日㊊   8:45 ～ 16:00 田代、垂柳

27日㊋   8:45 ～ 16:00 五日市、栗山、車門

28日㊌   8:45 ～ 16:00 山岸、遠矢場、江刈馬渕

３月

１日㊍   8:45 ～ 16:00 全地区

２日㊎   8:45 ～ 16:00 城内小路、下町

5日㊊   8:45 ～ 16:00 茶屋場

6日㊋   8:45 ～ 16:00 冬部、市部内

7日㊌   8:45 ～ 16:00 泉田、小苗代

8日㊍   8:45 ～ 18:00 全地区　※時間延長日

9日㊎   8:45 ～ 16:00 名前端、毛頭沢

12日㊊   8:45 ～ 16:00 吉ケ沢、土谷川、元木

13日㊋   8:45 ～ 16:00 新町

14日㊌   8:45 ～ 16:00 全地区

15日㊍   8:45 ～ 16:00 全地区

19日㊊ 10:30 ～ 15:00 消費税申告相談　※要予約

20日㊋ 10:30 ～ 15:00 消費税申告相談　※要予約

【会場】総合センター２階「産業経営相談室」

2/8㊍～ 3/15㊍

申告
の準
備は

お早
めに
ね！

所得税・消費税・贈与税の申告

アイーナ会場を開設します
　盛岡税務署では、所得税、消費税、贈
与税の申告相談会場を次のとおり開設しま
す。期間中、税務署では申告できませんの
で、ご注意ください。
▶場　所　アイーナ７階（盛岡駅西口）
▶期　間　２月16日㊎～３月15日㊍
※２月18日日と２月25日日は休日相談
を受け付けます。

▶時　間　午前９時から午後４時まで
※混雑状況によっては、早めに相談受付
を終了する場合がありますので、午後
３時前までのご来場をお薦めします。
問盛岡税務署☎019-622-6141（代表）
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留
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点

▼
電
子
申
告
を
始
め
ま
す

　

こ
れ
ま
で
、
税
務
署
へ
の
申

告
を
紙
で
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
の
申
告
か
ら
一
部
、
電
子

申
告
（
ｅ-

ｔ
ａ
ｘ
）
に
変
わ

り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
お
持
ち
い
た

だ
い
た
源
泉
徴
収
票
の
原
本
や

医
療
費
の
領
収
書
な
ど
そ
の
場

で
返
却
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

ま
た
、
還
付
申
告
に
よ
る
所

得
税
の
還
付
の
時
期
が
早
く
な

り
利
便
性
が
向
上
し
ま
す
。

　

な
お
、
電
子
申
告
を
利
用
す

る
に
あ
た
り
、
事
前
に
「
利
用

者
識
別
番
号
」
の
取
得
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　

受
付
の
と
き
に
３
分
程
度
の

時
間
を
要
し
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

はじめてみませんか？

事業所得などの青色申告
　青色申告とは、事業所得や不動産所得に
係る取引を所定の帳簿に記載し、その記帳
に基づいて正しい申告をすることで、税金
の面で、さまざまな優遇措置を受けること
ができる制度です。
【青色申告の主な優遇措置】
▶青色申告控除
▶青色専従者給与の必要経費への算入
▶純損失の繰り越しと繰り戻し
※青色申告は３月15日までに「所得税の
青色申告承認申請書」を税務署に提出
する必要があります。

　　問盛岡税務署☎019-622-6141（代表）
　　　住民会計課☎役場内線132

▼
医
療
費
は
「
医
療
費
の
お
知

ら
せ
」
で
確
認
で
き
ま
す

　

医
療
費
の
領
収
書
に
代
わ
り
、

保
険
証
な
ど
の
発
行
元
か
ら
通

知
さ
れ
る
「
医
療
費
の
お
知
ら

せ
」
で
支
払
い
金
額
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
税
務
署
か
ら
領
収

書
の
提
示
や
提
出
を
求
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
５

年
間
は
医
療
費
の
領
収
書
を
保

存
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
と
医
療
費
控
除
を
選
択

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
は
医
療
費
控
除
の
特
例
の

こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
医
療

費
控
除
と
の
選
択
に
よ
り
ど
ち

ら
か
一
方
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
と
は
？　
　

Ａ
健
康
の
保
持
促
進
や
疾
病
の

予
防
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
始

ま
っ
た
制
度
で
、
特
定
一
般
医

療
品
の
購
入
費
用
が
対
象
で
す
。

※
特
定
一
般
医
療
品
と
は
、
医
師

に
よ
っ
て
処
方
さ
れ
る
医
薬
品

（
医
療
用
医
薬
品
）
か
ら
ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア
で
購
入
で
き
る
ス

イ
ッ
チ
Ｏ
Ｃ
Ｔ
医
薬
品
に
転
用

さ
れ
た
医
薬
品
で
す
。

Ｑ
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
適
用
を
受
け
る
要
件

は
？

Ａ
健
康
の
保
持
促
進
や
疾
病
の

予
防
へ
「
一
定
の
取
り
組
み
」

を
行
っ
て
い
る
人
が
対
象
で
す
。

　

次
の
一
定
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
特
例

の
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
医
療
費
控
除
の
み
対
象
）

▽
一
定
の
取
り
組
み
の
例

　

特
定
健
康
診
査
、
特
定
保
健

指
導
、
町
が
健
康
増
進
事
業
と

し
て
実
施
す
る
が
ん
健
診
、
予

防
接
種
、
勤
務
先
で
の
定
期
健

康
診
断
、
保
険
者
（
保
険
証
を

発
行
す
る
と
こ
ろ
）
が
実
施
す

る
健
康
診
査
な
ど

Ｑ
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｃ
Ｔ
医
薬
品
の

対
象
商
品
は
？

Ａ
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
対
象
に
な
る
商
品
は
、

パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
識
別
マ
ー
ク
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

購
入
の
際
の
領
収

書
に
★
印
を
付
け
る

な
ど
、
対
象
商
品
が

分
か
る
よ
う
に
配
慮

さ
れ
て
い
ま
す
。

事前にお申し込みください

消費税申告の相談会
　消費税の申告書は、国税庁のホームページの「確
定申告書作成コーナー」で作成することができます。
　納税相談会場に備え付けられたパソコンを利用し
て作成を希望する方は、事前に住民会計課☎役場内
線132、134へお申し込みください。

　

町
で
は
、
次
ペ
ー
ジ
の
日
程
表
に
よ
り
納
税
相
談
を
行
い
ま
す
。
地
区
指
定
日
に
来
場
で
き
な
い
方

は
、休
日
相
談
日
（
２
月
18
日
、25
日
）
や
全
地
区
指
定
日
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

こ
こ
で
は
、
納
税
相
談
（
確
定
申
告
）
に
お
け
る
変
更
点
や
留
意
点
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

持
参
す
る
も
の
な
ど
詳
し
く
は
、
後
日
全
戸
配
布
す
る
「
平
成
30
年
納
税
相
談
の
ご
案
内
」
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

確定申告と納税は正しくお早めに

消費税と地方消費税（個人事業者）
　平成29年分の個人事業者の消費税と地方消費税の確
定申告は、４月２日が申告・納付の期限です。
　平成27年分の課税売上高が１千万円を超える事業者
などが対象です。詳しくは、国税庁のホームページを
ご覧ください。

問国税庁ホームページ　http://www.nta.gp.jp　　盛岡税務署☎019-622-6141(代表)　　住民会計課☎66-2111内線132


